
例　
　
　
　
　
　
　

       　
（
原
案
可
決
）

　
保
育
所
等
に
お
け
る
虐
待
等
へ
の
対
応

を
強
化
す
る
た
め
、
児
童
福
祉
法
等
の
一

部
が
改
正
さ
れ
た
こ
と
に
伴
い
、
特
定
教

育
・
保
育
施
設
の
職
員
に
よ
る
虐
待
の
禁

止
に
つ
い
て
、
引
用
す
る
条
文
の
改
正
を

行
う
も
の
で
す
。

⃝

行
田
市
家
庭
的
保
育
事
業
等
の
設
備
及

び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例      （
原
案
可
決
）

　
家
庭
的
保
育
事
業
者
等
の
職
員
に
よ
る

虐
待
等
の
禁
止
に
つ
い
て
、
引
用
す
る
児

童
福
祉
法
の
条
項
を
整
理
す
る
ほ
か
、
家

庭
的
保
育
事
業
を
利
用
す
る
乳
幼
児
に
対

す
る
健
康
診
断
に
つ
い
て
、
母
子
保
健
法

に
基
づ
く
健
康
診
査
が
行
わ
れ
た
場
合
で

あ
っ
て
、
一
定
の
要
件
を
満
た
す
場
合
に

は
、
利
用
開
始
時
や
定
期
の
健
康
診
断
の

全
部
ま
た
は
一
部
を
行
わ
な
い
こ
と
が
で

き
る
こ
と
を
定
め
る
も
の
で
す
。

⃝

行
田
市
体
育
施
設
設
置
及
び
管
理
条
例

の
一
部
を
改
正
す
る
条
例　
（
原
案
可
決
）

　

今
年
度
、
総
合
体
育
館
の
メ
イ
ン
ア

リ
ー
ナ
及
び
サ
ブ
ア
リ
ー
ナ
の
空
調
設
備

の
整
備
工
事
が
完
了
予
定
の
た
め
、
そ
の

使
用
料
に
つ
い
て
規
定
す
る
ほ
か
、
所
要

の
整
備
を
す
る
も
の
で
す
。

【
主
な
質
疑
】

問  

空
調
使
用
料
の
算
定
根
拠
は
。

答  

行
田
市
使
用
料
・
手
数
料
見
直
し
基

な
る
が
、
紙
の
商
品
券
の
場
合
、
短
時
間

で
商
品
券
の
発
売
が
可
能
で
あ
り
、
総
合

的
に
判
断
し
た
も
の
で
あ
る
。

条
例
改
正
等

⃝

行
田
市
公
告
式
条
例
等
の
一
部
を
改
正

す
る
条
例　

  　
　
　
　
　
（
原
案
可
決
）

　
デ
ジ
タ
ル
規
制
改
革
推
進
一
括
法
が
施

行
さ
れ
、
情
報
通
信
技
術
を
効
果
的
に

活
用
し
、
自
治
体
の
ア
ナ
ロ
グ
規
制
の
見

直
し
を
推
進
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
こ
と
に

伴
い
、
電
子
掲
示
場
を
導
入
し
、
一
般
に

広
く
周
知
す
る
公
示
文
書
の
公
表
方
法
に

つ
い
て
、
市
の
掲
示
場
へ
の
掲
示
か
ら
市

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
電
子
掲
示
場
へ
の
掲
示

に
変
更
す
る
た
め
、
所
要
の
改
正
を
行
う

も
の
で
す
。

⃝

行
田
市
特
定
教
育
・
保
育
施
設
及
び
特

定
地
域
型
保
育
事
業
の
運
営
に
関
す
る
基

準
を
定
め
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
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専
決
処
分

⃝

専
決
処
分
の
承
認
を
求
め
る
に
つ
い
て

（
令
和
７
年
度
行
田
市
一
般
会
計
補
正
予

算（
第
４
回
））　　
　

   　
　
　
　
（
承
認
）

　
国
の
令
和
７
年
度
一
般
会
計
予
備
費
に

お
い
て
、
物
価
高
騰
対
応
重
点
支
援
地
方

創
生
臨
時
交
付
金
が
追
加
交
付
さ
れ
た
こ

と
を
受
け
、
当
該
交
付
金
を
活
用
し
、
物

価
高
騰
等
の
影
響
を
受
け
て
い
る
市
民
及

び
市
内
事
業
者
へ
の
支
援
を
目
的
に
、
本

年
８
月
か
ら
実
施
し
て
い
る
行
田
市
プ
レ

ミ
ア
ム
付
き
商
品
券
の
第
２
弾
を
実
施
す

る
も
の
で
す
。

【
主
な
質
疑
】

問  

物
価
高
騰
対
策
の
事
業
は
他
に
も
あ

る
と
考
え
る
が
、
プ
レ
ミ
ア
ム
付
商
品
券

発
行
事
業
を
選
定
し
た
理
由
は
何
か
。

答  

今
回
の
追
加
分
の
交
付
に
つ
い
て
は
、

国
の
通
知
に
よ
り
、
年
度
内
に
完
結
が
見

込
ま
れ
る
も
の
で
、
交
付
金
相
当
額
で
実

施
可
能
な
事
業
を
検
討
し
た
結
果
、
市
民

の
皆
様
及
び
市
内
事
業
者
双
方
に
有
効
な

支
援
が
で
き
る
と
し
て
選
定
し
た
も
の
で

あ
る
。

問  

紙
の
商
品
券
の
み
の
発
行
と
し
た
理

由
は
何
か
。

答  

デ
ジ
タ
ル
商
品
券
の
場
合
、
取
扱
業

者
と
の
契
約
や
シ
ス
テ
ム
構
築
が
必
要
と

市
長
提
出
議
案

市長提出議案

❸　ぎょうだ議会だより


